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１ 総論 

(1) 目的 

この計画は、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号） 

  第１９条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７

年法律第６４号）第１９条（以下「推進法等」という。）に基づく特定事業

主行動計画です。 

本市では、平成２８年度から５か年の計画を立て、職員が仕事と家庭を

両立させながら、性別にかかわりなく活躍できる職場づくりを進めるとと

もに、子育て中の職員の支援に取り組んできました。 

この間、女性職員の登用や男性職員の育児参加、長時間労働の是正等に

ついて数値目標を定めて取り組んできましたが、引き続き、住民ニーズや

社会情勢に的確、迅速かつ柔軟に対応できる組織づくりや、多様な人にと

って働きやすく魅力ある職場をつくっていくことを目的とします。 

 

(2) 計画期間 

この計画の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの 

５年間とします。 

   ただし、国の法制度や施策の動向等を踏まえ、必要に応じ、計画期間内で

あっても改定を行うものとします。 

 

(3) 計画の進捗状況の管理 

この計画を着実に推進し、実効性を確保するため、取組状況や関連する数

値等の進捗状況について、年度ごとにとりまとめて職員に周知・啓発すると

ともに、市民や一般事業主に対しても、ホームページを通じて公表します。 

 

 



２ 状況把握と分析、目標設定 

この計画を策定するに当たり、推進法等及び内閣府令で定められている主な

項目を調査し、現状の把握と課題等の分析を行いました。 

その結果、特に改善が必要と思われる項目について、目標値、今後取り組む

べき事項及びその実施時期を設定します。 

 (1) 採用、登用に関すること 

  ア 採用した職員に占める女性職員の割合 

  

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人数 率 人数 率 人数 率 

男性 ９人 ６４．３％ ６人 ４０．０％ １５人 ６５．２％ 

女性 ５人 ３５．７％ ９人 ６０．０％ ８人 ３４．８％ 

合計 １４人 １００％ １５人 １００％ ２３人 １００％ 

               ※前回数値：女性３７．５％（令和２年度） 

※試験により採用した職員数であり、派遣等を除く。 

  【分析】 

   ・選考過程において男女格差はありませんが、各年度、募集する職種（行

政職、保健師、土木職など）によって、採用者数の男女差が生じる現状が

あります。 

   ・なお、性自認の多様な在り方に対応するため受験者の性別の記載を廃止

しているため、受験者に占める男女の割合は把握していません。 

・インターンシップや学校説明会等に積極的に参加し、受験者の全体数を

増やす取り組みを継続します。 

    

  イ 各役職段階の職員に占める女性職員の割合と昇格試験受験率 

   ≪各役職段階の職員に占める女性職員の割合≫ 

 

令和６年４月１日 令和７年４月１日 前回数値 

※令和２年４月１日 

女性割合 女性割合 女性割合 

部長級 ０．０％ ０．０％ ８．３％ 

部次長級 １３．３％ １３．３％ ０．０％ 

課長級 ２０．６％ １９．４％ １４．７％ 

合計（管理職） １５．３％ １４．５％ ９．４％ 

課長補佐級 

及び係長級 
３４．２％ ３６．２％ ３４．５％ 



合計（役付き） ２５．９％ ２８．２％ ２５．４％ 

職員全体（特別

職を除く。） 
４３．２％ ４３．６％ ４２．５％ 

   ≪昇任・昇格試験受験率≫ 

  
令和５年度(昇任試験) 令和６年度(昇格試験) 

  計算式   計算式 

男性 ４０．５％ 15 人/37 人 ４５．８％ 27 人/59 人 

女性 ７．１％ 4 人/56 人 １９．４％ 13 人/67 人 

※令和６年度から昇格試験に変更し、要件や方法等を変更しています。 

【分析】 

・職員全体に占める女性職員の割合はほぼ横ばいで推移しています。 

・管理職に占める女性職員の割合は前回より増加しているものの前回目標

値２０％を下回っている状況です。 

・昇任試験、昇格試験の受験率は年度によりばらつきがあるものの、総じ

て男性職員と比べて低く、女性職員の多くは管理職になることを望んでい

ない傾向にあります。 

【目標】 

【達成時期】 

   令和１２年度 

  【取組内容】 

・管理職に占める女性職員の割合２０％ 

・女性職員の４級昇格試験受験率３０％ 

①キャリア形成支援 

・昇任意欲の向上に向け、男女を問わず、各年代や役職に対する

キャリアデザイン研修を実施し、主体的なキャリア形成を推進し

ます。 

・目指す職員像や職場像を全職員で共有するため「宇城市人材育

成基本方針」を定期的に職員へ周知します。 

・職員育成を目的に多様な部門への配置拡大を図ります。 

②女性の管理職登用の更なる推進 

・性別に捉われない能力及び実績に基づく人事運用を引き続き徹

底します。 

・柔軟な働き方の推進や職場環境の整備を進め、管理職として継

続的に活躍できる体制づくりを検討します。 



 (2) 仕事と家庭の両立に関すること 

  ア 男女別の育児休業取得率及び取得期間の状況 

  ≪育児休業取得率≫ 

 
令和５年度 令和６年度 

 算出式  算出式 

男性  ５３．８％  7 人/13 人  ８０．０％  8 人/10 人 

女性  １００％    １００％   

 ※前回目標：男性の育児休業取得率３０％ 

   ≪男性職員の育児休業取得期間≫ 

    
令和５年度 令和６年度 

  算出式   算出式 

２週間以下  ０％  0 人/7 人  １２．５％ 1 人/8 人 

１か月以下  ８５．７％  6 人/7 人  ７５．０％ 6 人/8 人 

１年以下  １４．３％  1 人/7 人  １２．５％ 1 人/8 人 

１年超  ０％  0 人/7 人     ０％ 0 人/8 人  

 

  イ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児休暇参加のための休暇（以下「配偶

者出産休暇等」という。）の取得状況 

 
令和５年度 令和６年度 

  算出式   算出式 

配偶者出産休暇 ９２．３％ 12 人/13 人 ６０．０％ 6 人/10 人 

育児参加のため

の休暇 
５３．９％ 7 人/13 人 ３０．０％  3 人/10 人 

合計取得日数が

５日以上の職員 
 ３０．８％  4 人/13 人  １０．０％  1 人/10 人 

※前回目標：合計取得日数が５日以上の職員割合７０％ 

【分析】 

   ・男性職員の育児休業取得率は前回計画の目標値３０％を大幅に上回っ

ており、男性が育児しやすい組織風土が醸成されつつありますが、こども

未来戦略（令和 5 年 12 月 22 日閣議決定）における目標値は下回ってい

る状況です。 



   ・配偶者出産休暇等を合計５日以上取得している職員の割合は、前回目標

数値を大幅に下回っている状況です。 

【目標】 

  【達成時期】 

   令和１２年度 

  【取組内容】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※参考※～こども未来戦略～ 

  ・令和７年までに男性の育児休業（1 週間以上） ８５％ 

  ・令和１２年までに男性の育児休業（２週間以上）８５％ 

・男性職員の育児取得率８５％（２週間以上） 

・配偶者出産休暇等の合計取得日数が５日以上の職員割合８０％ 

①出産・子育てに関する制度の周知 

・出産・子育てに関する情報について、職員に対して制度の周知

を徹底します。 

・初任者研修を活用し、ワークライフバランスについての説明や

情報の提供を行います。 

②育児に関する休暇・休業を取得しやすい環境の整備 

・管理職に対する研修の実施等により、職員のワークライフバラ

ンスに配慮し、組織として働き方に対する意識改革を行います。 

 ・育児休業中の職員の業務を遂行するため、適切に代替職員の確

保を図ります。 

 ・子育てに関する休暇制度の要件や事務手続き方法を見直し、職

員がより取得しやすい方法を確立します。 



(3) 時間外勤務及び年次有給休暇の取得に関すること 

 ア 時間外勤務の状況 

 ≪時間外勤務が月４５時間を超えた職員≫ 

   

  ≪月平均の超過勤務時間数≫ 

  

  

令和５年度  令和６年度  
 算出式  算出式 

月平均の超過

勤務時間数 

(１人当たり) 

５．５時間 
 22,981 時間

/4,202 人 
６．６時間 

26,939 時間

/4,063 人 

全国市町村平均 １０．８時間 － １０．７時間 － 

※全国市町村平均の数値：地方公務員における働き方改革の状況（総務省）より 

【分析】 

    ・令和６年度は、１０月に行われた選挙に伴い月４５時間を超える職員

が多くなっています。その他、予算編成時期等、部署毎の繁忙時期に月

４５時間を超える職員が発生している状況です。 

   ・１人当たりの月平均超過勤務時間数は全国の市町村平均を下回って 

います。 

  【目標】 

  【達成時期】 

   令和１２年度 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

令和6年度

令和5年度

(延べ人数)

4～6月 7～9月 10月～12月 1月～3月

・災害対応等の突発・緊急を要する業務以外で月４５時間を超える

時間外勤務を行う職員数０人 



  【取組内容】 

イ 年次有給休暇の１人当たりの平均取得日数 

 ≪１人当たりの平均取得日数≫ 

【分析】 

  ・年次有給休暇の計画的な取得促進により、平均取得日数は右肩上がりに

なっており、令和５年には全国の市町村平均を上回りました。 

  ・部署ごとに取得数に差が生じているため、人員配置等の業務の平準化等

の取り組みを継続して行う必要があります。 

 

 

 

 

①業務の効率化・平準化 

・特定時期に業務が多忙となる部署に対して、部署の垣根を超

え、職員全体で助け合う仕組みの構築を検討します。 

・時間当たりの生産性を高め、限られた時間の中で集中的、効率

的に業務を行う方向へ、職場環境を見直します。 

②管理体制の構築 

・総務課職員は、月４５時間を超えた職員の所属長に対し、改善

通知を行うとともに、ヒアリングを実施します。 

・時間外命令の伴わない勤務（いわゆるサービス残業）を防ぐた

め、客観的な労働時間管理方法を導入し、労働時間の適切な把握

に努めます。 

11
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 (5) ハラスメントの対策に関すること 

  ≪ハラスメントを見た・受けたことがある≫ 

見たことがある ２４．３％ 

受けたことがある １６．１％ 

  ≪相談窓口に相談したか≫ 

 

 

 

 

 

  ≪過去５年以内に退職を検討したことがあるか≫ 

※令和６年度職員アンケートより 

 

 

 

 

相談した １２．５％ 

相談しなかった ７８．８％ 

その他 ８．８％ 



  【分析】 

   ・ハラスメントを見た又は受けた職員が、相談窓口に相談した割合は１

５％以下と低い状況です。 

・ハラスメントを見たり受けたりした人は、退職を検討する割合が大幅

に増加する傾向があります。 

・相談する割合が低い理由として、以下が挙げられます。 

    (1) 窓口への不信感 

     情報が漏れることを懸念、自分の評価や立場が悪化する恐怖心又は

公正に対処してもらえるか等 

    (2) 相談方法や窓口の認知不足 

     相談窓口がどこにあるのか、どうやって相談するのかわからない等 

    

   【目標】 

   【取組内容】 

 

３ 終わりに 

前回計画に基づく取り組みにより管理職に占める女性職員の割合は増加し、

男性職員の育児休業取得率も大幅に伸びるなど、一定の効果が認められていま

す。しかしながら、職員の男女割合に比べた女性の管理職の割合が低いことや、

本計画に基づく取り組みの一層の理解促進、また、両立支援に向けた職場環境の

更なる改善・充実が求められます。 

・ハラスメントを見た又は受けた職員の割合１０％ 

・相談窓口に相談した職員の割合８０％ 

①ハラスメントの撲滅 

 ・管理職及び各部署で選任するハラスメント相談員への研修会

等を実施し、ハラスメントに関する知識や相談員の役割を理解

する機会を創出します。 

 ・職員の各種ハラスメントに関する意識啓発を図るため、ハラ

スメントを含む職員アンケートの実施を継続します。 

②相談体制の強化 

 ・相談から対応までのマニュアルを整備し、相談しやすい体制

の構築を図るとともに、相談内容に応じて迅速に対応します。 

 ・職員の職場における様々なハラスメントに関する悩みや被害

を、第三者機関に相談できる仕組みを構築します。 



併せて、ライフスタイルや働き方の価値観の多様化など、公務職場を取り巻く

環境の変化が大きい中、人材を活かし、能力を最大限に発揮できる勤務環境の整

備にも、これまで以上に注力していく必要があります。 

本計画の取り組みを推進することは、子育てをする職員や女性職員だけでは

なく、全ての職員が安心して働き続けることができる職場環境に繋がり、本市の

政策に様々な背景を持つ職員の多様な視点が反映されることや、人材の確保・定

着の観点からも大変重要です。限りある人員の中で、複雑・多様化する行政課題

に迅速かつ的確に対応し、質の高い行政サービスを提供していくため、全ての職

員が、健康で、意欲を持って、能力を十分に発揮できる宇城市の実現を目指し、

引き続き本計画に基づく取り組みを積極的に推進していきます。 

 

 

 


